
 
 
                                                                             

                                     
                                     
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

 

 
 
 

※外壁塗装基本工事：足場、高圧洗浄、養生、外壁塗装、破風、軒塗装                  

※現状の傷み具合、木部、鋼板部の量により追加料金が発生する場合があります             

※雨戸・バルコニー・雨樋・門塀塗装ご希望のお客様は別料金となります 

                                         
                                        
                                     要支援・要介護の認定を受けられた方で、住宅改修が 

                                     必要と認められた場合に、市区町村から被保険者に 

                                     対して 20 万円を限度額として、手摺取付、段差解消 

滑り防止のための床材変更、引戸等への扉の取替 

                                     他、改修に付帯する工事を行うことができます。 

                                       

 

 

                            
  
            
                                         
 
 
 

 


